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2021年 3月 30日 

各 位 

会 社 名 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 

代表者名 代 表 取 締 役 福島 宏人 

 (コード番号：6192 東証マザーズ) 

問 合 せ 

責 任 者 
執行役員 経営管理本部長 西田 祐 

 (TEL.03-5747-9800) 

 

再発防止策等に関するお知らせ 

 
当社は、2021年3月12日付「第三者委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」にてお知らせ

しましたとおり、第三者委員会より、当社前代表取締役川瀬太志が、2020年10月１日付で所定

の手続きを経ることなく独断で代表取締役の職務権限を超える金額の支払約定書に署名した可

能性が判明した件の事実関係に関する調査報告書を受領いたしました。この調査報告書におい

て指摘された原因及び再発防止策の提言を真摯に受け止め、本日開催の取締役会において、再

発防止策の方針について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

当社は、2020年10月30日付開示資料「再発防止策等に関するお知らせ」に関する再発防止策

と併せて、今後、速やかに具体的な再発防止策を盛り込んだ改善計画を公表いたします。 

株主、お取引先を始めとする関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけしており

ますことを、心から深くお詫び申し上げます。当社は、今回の件を厳粛に受け止めるととも

に、二度とこのような不祥事を起こさぬよう、全社を挙げて具体的な施策の実施に取り組み、

一日も早い信頼の回復に努めてまいります。 

 
記 

 
１． 発生の原因 

 調査報告書の指摘を受けて当社内で検討した結果、今回の不祥事は、属人的な不祥事で

あったと理解することは適切ではなく、不祥事の発生を許してしまった社内体制の不備や

役職員のコンプライアンスに対する意識と組織風土に本質的な問題があると認識しており

ます。分析した発生の原因は、大きく以下のとおりです。 

 

（１）経営トップの不正に対するリスク管理体制 

経営トップへの権力集中等により生じうる不正をリスクとして認識し、このリスク

の現実化を防止する体制の構築がなされていなかった。 

（２）第三者からの不当要求に対する体制の不備 

対応指針の策定や役職員に対する意識向上や教育、不当要求等に組織的対応をとる

体制の整備がなされていなかった。 

（３）コンプラインスに対する感度の低さと特例を黙認していた組織風土 

旧経営陣のような特例的な存在を黙認していた組織風土、その背景に役員の意識や
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見識を向上させる取組みの不足、役職員のコンプライアンスに対する感度の低さが

あった。 

（４）重要文書の管理体制、運用が不十分 

重要文書が社外で見つかるなど、重要文書の保管体制の整備が十分になされていな

かった。 

（５）情報管理の管理体制、運用が不十分 

社内の重要情報の外部への流出や、退職者からの貸与 PCの未回収など、社内情報の

管理が不徹底であった。 

 

２．再発防止策の概要と今後の見通し 

 当社は、第三者委員会の最終調査報告書における再発防止策の提言を踏まえて、以下の

方針に基づき、今後、具体的な再発防止策を策定し、実施いたします。 

 なお、2020年 11月 26日付「監理銘柄（審査中）の指定解除、特設注意市場銘柄の指

定、上場市場の変更（市場第一部からマザーズへの変更）及び上場契約違約金の徴求に関

するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、再発防止策の詳細を検討し、改善計画を策

定し、2021 年２月下旬を目処に開示する予定でしたが、この度の第三者委員会による提言

を踏まえた再発防止策も併せて盛り込んだ改善計画を策定し、今後、公表する予定です。 

 

（１）経営トップの不正に対するガバナンス強化に向けた抜本的改革 

既に取り組んでまいりました不正に関わった取締役の排除と刷新、経営のチェッ

ク機能が十分に発揮されるよう社外役員への情報共有の徹底など取締役会の運営体

制の刷新、監査役の刷新、一部の経営陣に権限集中が起こらないよう職務権限の見

直し、内部監査部門の監査機能の強化に加えて、今回の事案を受け、さらに管理部

門の牽制機能の強化、諸規程の見直しと運用を変え、業務フローや意思決定フロー

の再構築・改善を図ってまいります。 

 

（２）組織風土の改革及び全役職員に対する正しいコンプライアンス意識の醸成 

2021年 2月、コンプライアンス基本方針を策定し、全役職員に対して通知をいた

しました。この基本方針に基づき、役職員がコンプライアンス意識を高く持ち、誠

実かつ公正な企業活動を行ってまいります。また、基本方針の浸透、徹底を図るた

めに、全役職員を対象に、コンプライアンスや内部統制に関する研修やｅラーニン

グ等を活用した教育を継続的に実施してゆくことも決定しております。今回の事案

を受け、全役職員にむけて内部通報制度の再告知を行いました。さらに、新たに倫

理規程を新設し、不当要求に関する対応指針を明確にするとともに、役職員に対し

て、不当要求に対する対応についての研修を実施し、今後、不当要求を受けた際に

対応できる体制を構築してまいります。 

 また、一連の不祥事の根底にあると当社が考える、創業以来の企業風土を刷新す

るための取組みにも着手してまいります。人材の多様性の確保にむけて、若手の人

材登用、人材育成のための評価制度の改定にも着手してまいります。事業を通じた

社会への貢献と中長期的な企業価値向上を意識し、トップダウン型ではなく現場か

らのボトムアップを重視した経営計画を策定してまいります。 
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  （３）情報管理及び重要文書管理の徹底 

  重要文書の管理に関連する情報管理規程、文書管理規程等の運用状況を確認すると

ともに、当該規程の見直しを実施いたします。重要文書及び情報について区分と取扱

いを明確化してまいります。また、退職した役員による PCデータを削除や、PC未返却

の発生を受け、情報管理規程の規定に実効性を持たせるため、退職者自らの判断に基

づくデータ削除を禁止し、システム等を用いてデータ削除の有無、また、退職時の PC

返却の有無について監視体制を講じることを検討してまいります。また、コンサルテ

ィング契約、顧問契約、業務委託契約などの重要な書類について、ステータス管理を

実施し、重要書類が検索可能な仕組みを構築してまいります。 

 

以上 


